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第１章 公共施設等総合管理計画策定の背景と目的 

 

１ 背景と目的 

 

本市は、戦後の高度経済成長期を中心に多様な行政需要に対応するため、

公営住宅、学校などの「公共建築物」や道路、橋梁、上・下水道、漁港など

の「インフラ資産」といった多くの公共施設を整備してきました。 

これら公共施設の耐用年数①の多くが40年～60年とされており、近い将来

一斉に改修・更新の時期を迎え、多額の更新費用が必要になると見込まれて

います。このような状況は本市に限らず、全国の地方公共団体が同様に直面

している問題です。 

一方、財政面では、長期的な人口減少等による市税収入の伸び悩み、少

子・高齢社会の進行に伴う扶助費等経費の増大などによる財政状況の悪化が

見込まれています。さらには一層厳しさを増すであろう地方交付税環境が想

定されます。 

こういった社会情勢の中で、今後、社会構造や住民ニーズの変化に伴い公

共施設の利用需要が変化していくことを踏まえ、長期的な視点をもって、最

適な規模での維持・更新を行うことと、効果的かつ効率的な遊休施設の活用

が必要となります。 

また、このような公共施設を総合的かつ計画的に管理することは、地域社

会の実情にあった将来のまちづくりを進める上で不可欠です。 

このため、まずは、本市の公共建築物やインフラ資産の実態を把握し、資

産更新問題を共有化することを目指し、その上で、施設の適切な配置・規模

を検討しつつ公共施設のマネジメントを徹底することにより、長期的な視点

での公共施設の更新・統廃合・長寿命化などに取り組むための基本方針とし

て、平成29年３月に「公共施設等総合管理計画」を策定したところです。 

本計画の策定後に「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針の改

訂について（総財務第28号平成30年２月27日総務省自治財政局財務調査課長通知）」及び

「令和３年度までの公共施設等総合管理計画の見直しに当たっての留意事項

について（総財務第６号令和３年１月26日総務省自治財政局財務課長通知）」が示されたこ

とを受けて、公共施設等総合管理計画の推進を総合的かつ計画的に図るとと

もに、不断の見直しを実施し充実させていくため、今般の改訂を行うもので

す。 

 

 
 

 

① 耐用年数：減価償却②の対象となる資産において利用が可能な年数 

② 減価償却：固定資産の老朽化による価値の減少を各会計年度の費用として計上していく会計処理  



2 

なお、本計画では、【表3-5-2 策定済みの個別施設計画】※で示してい

る各個別施設計画及び統一的な基準による地方公会計制度に基づき整備した

固定資産台帳（令和２年度末時点）を基に、維持管理・更新等に係る経費の見込

みの試算等を行います。 

 

 

２ 対象資産の範囲 

 

本市の所有する全ての資産のうち、公共建築物及びインフラ資産（公営企業

を含む。）を対象とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

※本計画で掲載している図表の数値については、四捨五入の関係上、内訳と合計などが一致しないこと

があります。  


